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年 休 の 取 扱 い に つ い て

本年５月１日の勤務時間等の改正により、１日の勤務時間が７時間４５分となったこと

等から、年次有給休暇（年休）の取扱いを下記のとおりとしますので、お知らせします。

記

１ 年休の取得単位

午前の勤務時間（３時間２０分）と午後の勤務時間（４時間２５分）に１時間以上の

差が生じることとなったため、これまでの「午前」又は「午後」を単位とする半日の年

休を廃止し、取得単位を１日又は１時間とする。

変更前 変更後

１ 日 １ 日

半 日 (廃止)

１時間 １時間

２ １時間を単位とする年休の日への換算

１日の勤務時間は、７時間４５分となったが、１時間を単位とする年休を日に換算す

る場合は、従来どおり８時間をもって１日とする。

例）

月 日 休暇期間 休暇累計

○月○日 ４時間 ４時間

△月△日 ５時間 ９時間→１日１時間

３ 経過措置

現時点において、年休の累計に０．５日の期間がある場合は、４時間に換算する。

４ その他

(1) １時間に満たない分単位の年休は認められないものであること（従来どおり）。

(2) 休息時間も勤務時間であるため、午前又は午後の勤務時間全てを休む場合等は、以

下のとおり休息時間を含めた年休の取得が必要であること。

午前の勤務時間全てを休む場合 8時40分～12時00分（3時間20分）→4時間

午後の勤務時間全てを休む場合 12時45分～17時10分（4時間25分）→5時間


